
　10月は、町が関わる大きな行事があり、中学生ボランティアが活躍しました。

•１日には、多数の町民の参加により、笠松町民大運動会が盛大に行われました。
　さまざまな競技で熱戦が繰り広げられる中、オレンジＴシャツを着た中学生約70人が、分担された係に
分かれ、担当者の指示をもとに自分で考えて動き、大会運営に協力しました。多くの関係者や参加者
から、「今年の中学生ボランティアはとっても動きがいいね。」という声を聞くことができました。運動会
終了後の片付けやゴミ拾いにも熱心に取り組み、「来たときよりも美しく」を実践する姿に感心しました。

•21日には、笠松町内の多くをコースに取り入れた名鉄ハイキングが行われました。今回も、多数の参加
者が訪れる中、美濃郡代笠松陣屋・岐阜県庁跡では、中学生ボランティア約20人が待機し、参加者
に飲み物をふるまったり、休憩を呼び掛けたりし、心のこもったおもてなしをしました。途中から雨が降
り出しましたが、それでも熱心に動き、任された事をやりきろうとする姿にあふれていました。

　今年は、リバーサイドカーニバルが中止となり、ボランティア活動の機会が減ってしまいましたが、ボラ
ンティアに積極的に参加しようとする心や気持ちを大切にしてほしいと思います。

町民大運動会での器具の準備 町民大運動会での景品の配布 名鉄ハイキングでのおもてなし
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No.26　
秋も、中学生ボランティアが大活躍！

高齢者をねらった「消費者トラブル」に注意！！

悪質業者にご注意ください

　悪質業者は、高齢者のお金・健康・孤独などに対する不安を巧みに利用し、様々な商品を強引に売りつ
けようとします。
　次のトラブルには十分に注意し、不審な電話や勧誘を受けた場合は下記の消費生活相談窓口まで、お問
合せください。

《劇場型勧誘》
（商品の種類）
古銭の購入、老人ホーム入居権の
名義貸し、未公開株など。複数の
業者が役回りを分担して消費者を
だまそうとする詐欺手法

 勧誘例：老人ホーム入居権の名義貸し
　突然知らない業者から「老人
ホームのパンフレットが届いたら
連絡してほしい」との電話があっ
た。後日パンフレットが届いたた
め連絡すると、「老人ホームの入
居権を譲ってほしい。申込書に署
名し、代わりに申込んで」と言わ
れ、申込んだ。その後、老人ホー
ム担当者をかたる業者から「名義
貸しは違法行為だ。100万円を支
払えば、申込みは取り消す」と言
われ、指示通りに宅配便で現金を
支払った。

《かたり商法（身分詐称）》
（商品の種類）
販売業者が公的機関や有名企業
の職員のふりをして商品やサービ
スを契約させる。

 勧誘例：消防職員をかたる詐欺
　自宅に「消防署から消火器の設
置の確認に来た」という男性が来
た。消火器は設置していないと伝
えると、すぐに購入するように言
われ、相手に言われるがまま、消
火器を購入してしまった。

《利殖商法》
（商品の種類）
未公開株、社債、外国通貨、商
品相場などの投資話

 勧誘例：商品相場の投資話
　電話で「金が値上がりしている。
今が買うチャンス」と言われた。
仕組みはよくわからなかったが、
チャンスを逃したくないと思い、
金の取引契約をして100万円を申
込んだ。売買報告書が届いたが、
内容がわからず、やめたいと伝え
ると、追加証拠金として70万円を
支払うように言われた。
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「いりません！」

「おかしい？」と
思ったら迷わず
相談窓口へ

警察安全相談室 ☎#9110　　　　  または　☎272-9110
消費者ホットライン ☎188（いやや！）　または　☎〈0570〉064-370
県民生活相談センター ☎277-1003
役場環境経済課　消費生活相談窓口　☎388-1301

（役場では、専門相談員による相談も行っています　21ページ参照）

相談
連絡先

気をつける
ポイント

●不審な電話は相手にせず、すぐに電話を切る。
●「名義を貸すだけ」などと言われても絶対に応じない。
●「宅配便で現金を送れ」は詐欺の典型的な手口なので応じない。
●「必ず儲かる」「値上がり確実」という、うまい話はありえないので、勧誘を受けたら、きっ
ぱりと断る。

●仕組みが理解できない金融商品は絶対に契約しない。
●公的機関、有名企業の職員と名乗っても、名刺の提示や、関係機関に確認してもらうなどし、
すぐに契約しない。

続・高齢者被害の多い消費者トラブル

（電話勧誘、家庭訪問販売、インターネット関連のトラブルは、10月号をご覧ください）
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